
基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）

（１）地区を単位とする福祉ネットワーク機能の確立〖重層・地域づくり

〗

【目指す姿】

○おおむね「地区（地区公民館区域・小学校区から中学校区程度の範

囲）」を単位として、様々な住民組織や福祉関係機関などによってネット

ワークが形成され、生活課題の発見や相談支援の体制が構築されるととも

に、地域の福祉関係者が集い、様々な活動をするための拠点づくりが進

み、住民主体の多様な地域福祉活動が展開されるようになります。

●身近な地域で、地域組織の在り方の検討をはじめ、地域福祉を推進するための体制整備を図ります。

●コーディネーターの配置を推進します。

●地区単位での研修会や、地区ボランティアの育成・組織化を通じて、小地域福祉活動の強化を図ります。

●コーディネーターとの連携を強化します。

コーディネーター配置は無し

＜地域・福祉活動コーディネーター事業＞

R3 実施地区 6地区

R4 実施地区 6地区

（２）地区を単位とする相談機能の確立〖重層・アウトリーチ等を通じた

継続的支援、参加支援〗

【目指す姿】

○おおむね「地区」を単位として、住民が抱える様々な生活課題を把握す

るための常設型の相談の場の設置が全地区で進み、住民に身近な地区で気

軽に相談ができるようになります。

●地区で気軽に相談できる常設型の場の設置を検討します。

●地区で気軽に相談できる常設型の場の設置に向けて、支援や連携を行います。

●各地域福祉相談センター、中央人権福祉センター等と関係機関との連携を行います。

鳥取地域は本庁に設置（１カ所）

新市域は総合福祉センターに設置（８ヵ所）

住民の相談窓口として、課題解決に向けて支援を行う。

鳥取市中央人権福祉センターと連携し、月1回相談支援担

当者会を開催。

事例検討をしながら、それぞれの役割等を確認し関係機関

の連携が深まっている。

（３）地区を単位とする福祉活動の充実〖重層・アウトリーチ等を通じた

継続的支援、参加支援、支援地域づくり〗

【目指す姿】

○地区を単位とする福祉ネットワークが主体となって、ひとり暮らし高齢

者や障がい者をはじめ、孤立しがちな住民の生活課題の発見と見守り支援

活動が展開され、地区内で解決できる課題に対する対応が進んでいます。

○各地区の活動拠点には、孤立しがちな高齢者や障がい者をはじめ、誰も

が気軽に集える常設型のサロンが開設され、仲間づくりや健康づくり、介

護予防などの活動が活発に展開されています。

①見守り支援・生活支援

●ひとり暮らし高齢者等の見守り支援を積極的に行います。

●見守り活動への地域ボランティアに参画します。

●コーディネーターとの連携を進めます。

●地区担当職員（ＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー。以下同じ。））、生活支援コーディネー

ター（担当制）を配置します。

●見守り活動の強化に向けた取組を支援します。

●地区ボランティア組織の立ち上げを支援します。

●潜在的な課題を抱えた住民の発見、つながりづくりに努めます。

②地区サロン

●常設型の地区サロンの開設を検討します。

●常設型の地区サロンの開設に向けて、助成制度の検討及び立ち上げ支援、運営支援をします。

●常設型の地区サロンと福祉施設との連携を支援します。

①見守り支援・生活支援

Ｒ３ 愛の訪問協力員 958人

           となり組福祉員 1,507人

Ｒ４ 愛の訪問協力員 931人

           となり組福祉員 1,798人

各ブロックで研修会を開催し、情報交換・情報共有を図

る。

各地区においても、研修会を実施し、役割の周知、見守り

活動の強化。

愛の訪問協力員、となり組福祉員の担い手確保が難しい。

（４）町内会・集落における福祉活動の促進〖重層・地域づくり〗

【目指す姿】

○全ての町内会・集落に、誰もが気軽に参加できるふれあい・いきいきサ

ロンが開設され、住民の交流や健康づくり活動が活発に行われています。

○各町内会・集落で「支え愛マップ」が活用され、支援が必要な住民の把

握や支援体制の構築が進んでいます。

①ふれあい・いきいきサロン

●ふれあい・いきいきサロンを増やす取組を進めます。

●世代を超えたサロン活動への事業支援助成金等の支援及び財源確保、サロン事業に関する情報提供の充実

を図ります。

●サロンボランティアの養成を支援します。

②支え愛マップ

●地区を単位とする福祉ネットワークと連携しながら、支え愛マップ」の作成、更新に取り組み、作成、更

新を通じて、支援が必要な住民を把握して支援体制の構築を図ります。

●「支え愛マップ」の作成、更新への支援や協力を行います。

①ふれあい・いきいきサロン

Ｒ３ サロン数 389サロン 年会開催数 7,503回

   新規結成サロン 28サロン

Ｒ４ サロン数 385サロン 年会開催数 9,450回

   新規結成サロン 22サロン

②支え愛マップ

R3 支え愛マップ作成 ７地区 ７回

R4 支え愛マップ作成 14地区 18回

町内会・集落が主体となって、支え愛マップを作成し、障

がい者やひとり暮らし高齢者に対する災害時の避難支援の

仕組みや非常時の見守り体制を作るなど、要援護者が身近

な地域で安全安心に暮らすための取り組みに対しての助成

事業を行った。

支え愛マップを更新しながら、情報共有を図る。

住民参加と地

域福祉活動の

促進

基本計画（基

本施策）１

（重点）地域

における福祉

活動の推進・

支援

町内会・自治会等地域活動への

参加は、地域との関わりを持つ

身近な機会でもあることから、

誰もが参加しやすい地域活動の

促進が必要です。

基本計画
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

（１）ボランティア・市民活動センターの機能強化

【目指す姿】

○各種講座の充実等によるボランティアの養成や、担い手の掘り起こし、

市民活動団体と地域組織の連携により、活発な地域活動が展開されていま

す。

●ボランティアや市民活動の活動者など、地域福祉の担い手を増やします。

●市民の協働により、新たな地域課題に対応する福祉活動を創出します。

●地域福祉に関する市民活動への理解を深めます。

●ボランティア・市民活動を支援します。

●ボランティアの養成及び担い手の掘り起こしに努めます。

●市民活動団体と地域組織の調整（コーディネート）を行います。

●小地域福祉活動や、個別の支援に対する調整（コーディネート）を担います。

●様々な活動主体に対して、各種民間助成金等の活用などについてアドバイスを行う講座を開催します。

Ｒ３ 登録 146団体 個人199人

Ｒ４ 登録 146団体 個人232人

各地区公民館への全事業情報提供。ＣＡＴＶの積極的活

用。「トリボラ通信」定期的発行。

〇ボランティア・NPO・市民活動養成講座、研修

・ボランティア入門講座 R3 19回 R4 19回

・かんたんなレクリエーション講座 R3 3回 R4 4回

・NPOなんでも相談会 R3 11回 R4 12回

〇各種ボランティア・NPO・市民活動の育成強化・支援

協力

・市民活動団体助成金情報紙発行 毎月1回

・市民活動団体のための助成金相談会 R3 11回 R4

12回

（２）様々な生活課題を抱えた当事者の組織化〖重層・参加支援、地域づ

くり〗

【目指す姿】

○認知症の人や介護する家族、生活困窮、ひきこもりなどの多様な生活課

題を抱えた住民が、当事者同士で仲間づくりを進め、それぞれの居場所づ

くりが地域の中で活発に展開されています。

●課題を持った当事者の主体的な活動を図り、組織化を進めます。

●各組織同士での相互ネットワークを図ります。

●各組織の行う事業に対する理解及び参画を進めます。

●地域づくりと相談支援につながる地域食堂の立ち上げと運営を行います。

●地域食堂ネットワークの充実を図ります。

●当事者の組織化、運営を支援します。

●各組織や、行う事業についての情報提供体制を充実します。

ネットワーク数と、その名称

住民参加と地
域福祉活動の
促進

基本計画（基
本施策）２
様々な主体に
よる福祉活動
の促進

福祉活動やボランティアの輪を

広げていくために、地域の担い

手となるリーダーや人材の養

成、多様な生活課題を抱えた住

民が当事者同士で仲間づくりを

進めることが必要です。

ボランティアをはじめ、市民活

動を推進する人材の養成と、

様々な生活課題を抱えた当事者

の仲間づくりを推進し、福祉活

動の活性化を目指します。
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

（１）福祉学習のプラットフォームづくり〖重層・地域づくり〗

【目指す姿】

○企業、学校関係者、当事者団体、ボランティア等様々な機関や団体が参

加したネットワークが形成され、従来の体験型学習から実践型学習へ転換

した福祉学習のプログラムづくりが進んでいます。

●自ら福祉学習のプラットフォームに参加し、福祉学習プログラムを共に、つくり、学び、実践に努めま

す。

●地区単位での福祉学習のプラットフォームの設置を推進し、企業、学校関係者、当事者団体、ボランティ

ア等様々な地域の関係機関や関係団体との連携や調整を行います。

Ｒ３ ５回 ３地区

Ｒ４ ４回 ３地区

地域課題や健康課題を自分事としてとらえ、地域で何がで

きるかを具体的に考える。

（２）子どもを対象とする福祉学習の推進〖重層・地域づくり〗

【目指す姿】

○子ども向けの福祉学習プログラムが充実しています。

●教育機関と連携して、子ども向けの福祉学習プログラムに参画します。

●地域での福祉活動を実践できる場の提供に努めます。

●学校と地域が双方向で相互連携を図りながら、地域住民、当事者の参加を通じて従来の体験型学習から実

践型学習への転換を図ることの調整を行い、福祉学習を推進します。

Ｒ３ 学校 13回 ８校 他機関・地域参加型 ３校

Ｒ４ 学校 25回 12校 他機関・地域参加型 11校

車いす体験、高齢者疑似体験、事例検討、福祉専門職との

意見交換、筆談体験、手話講習、視覚障がい者との交流、

視覚障がい疑似体験、座学。

（３）地域を対象とする福祉学習の推進〖重層・地域づくり〗

【目指す姿】

○住民・ボランティア向けの福祉学習プログラムが充実し、地域福祉の担

い手の育成が進んでいます。

①住民・ボランティアの福祉学習

●地区単位での様々な学習や研修に参加し、福祉活動や当事者への理解を深めます。

●地域で誰もが参加しやすい福祉活動を展開し、参加者と関係者との相互理解を深めます。

●企業、学校関係者、当事者団体、ボランティア等様々な地域の関係機関や関係団体と連携し、福祉学習を

推進します。

②地域福祉の担い手の育成

●認知症サポーター養成講座等の受講、介護支援ボランティアやファミリー・サポート・センター（生活援

助型）（育児型）への登録に努めます。

●民生委員・児童委員、保護司等の地域福祉ボランティアや更生保護ボランティアの活動について理解し、

民間ボランティアとしての参画に努めます。

●市社協の広報紙やホームページ等、多様な媒体を活用し、介護支援ボランティア制度やファミリー・サ

ポート・センターの周知を図ります。

●介護支援ボランティアやファミリー・サポート・センターの協力会員・提供会員の登録受付窓口の周知を

図ります。

●福祉の人材育成に関する制度や講座等の周知を図ります。

Ｒ３ 育児型

依頼会員899人 提供会員90人 両方会員20人

Ｒ４ 育児型

依頼会員914人 提供会員96人 両方会員18人

Ｒ３ 生活援助型

依頼会員490人 提供会員201人

Ｒ４ 生活援助型

依頼会員494人 提供会員199人

「ファミサポ出張説明会」を実施し事業周知と会員加入促

進。「ファミサポ広場」の開催。広報誌の発行。提供会員

の研修会を実施し提供するサービスを研鑽する。ブロック

交流会を開催し会員同士のつながり強化。

＜介護支援ボランティア事業＞

R3 152人（内新規10人）

R4 143人（内新規2人）

住民参加と地

域福祉活動の

促進

基本計画（基
本施策）３
（重点）福祉
学習の推進と
担い手づくり

地域福祉を推進していくために

は、子どもから高齢者まであら

ゆる年齢層が、地域全体で福祉

について考え、お互いに支え合

う気持ちを育むことが大切で

す。

地域福祉に関する意識の醸成を

図るとともに、学校や地域にお

ける福祉に関する学習機会の充

実を図り、そのための福祉学習

の基盤（プラットフォーム）づ

くりを推進します。
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

（１）組織体制の強化

【目指す姿】

○市社協の組織体制と事業の見直しが進み、生活支援コーディネーターの

取組、小地域福祉活動の支援が充実しています。

●地区を単位とする地域福祉推進組織の体制整備と活動強化を進めます。

●事業改善計画に沿った次に掲げる事業を実施し、機能を強化します。

  組織体制と事業の見直し

  地区担当職員（ＣＳＷ）配置による小地域福祉活動の支援

●生活支援コーディネーターの取組を強化します。

●職員研修を充実します。

地区担当職員（CSW)本庁9人＋総合福祉センター8人

各地区のおける地域の課題等を協議検討し、地域づくりを

進める。

（２）財源の強化

【目指す姿】

○募金活動への理解が進み、財政基盤の強化が図られています。

●募金活動への理解を進め、寄附文化を創出します。

●企業・事業所の社会貢献活動の取組として寄附による地域福祉活動の支援の意識を高めます。

●新たな福祉財源への挑戦を図ります。

●募金活動の目的や趣旨を広く情報提供し、募金活動への理解を促進し、共同募金運動の強化を図ります。

●募金活動の成果を効果的に配分することにより、小地域福祉活動を支援します。

●市社協会費、寄附金への理解に向けた取組を行うとともに、目的使途を指定した寄附金の受け入れや幅広

い分野への支援を検討し、効果的な活用を図ります。

小地域福祉活動数

41地区（鳥取地域33地区＋新市域8町地区社会福祉協議

会）

（１）総合相談体制の充実〖重層・包括的相談支援、アウトリーチ等を通

じた継続的支援〗

【目指す姿】

○関係者間の連携体制が進み、地域住民が抱える様々な生活課題に対する

各種専門機関からの早期支援が行われています。

○地域福祉の相談拠点が浸透し、地域住民から早期に様々な相談が行わ

れ、さらに専門機関が連携して支援を行う体制が構築され、早期支援につ

ながっています。

①地域と各種専門機関との連携

●地区で気軽に相談できる常設型の場を設置し、地区内の地域課題、生活課題を発見して住民で話し合う体

制づくりを進めます。

●地区で気軽に相談できる常設型の場と地域福祉相談センターや各種専門機関との連携を進めます。

●地区で気軽に相談できる常設型の場との連携を進めます。

●コーディネーターとの連携を進めます

●地区担当職員（ＣＳＷ）、生活支援コーディネーター（担当制）を配置します

②地域福祉の相談拠点の充実と連携

●地域福祉相談センターをはじめとした各相談拠点の把握に努めます。

●地区内の地域課題、生活課題の話し合う場に参加し、早期発見、早期解決に向けて専門職との連携を図り

ます。

●地域福祉相談センターを地域福祉の相談拠点として機能を集約し、地域包括支援センターと連携して相談

支援の充実を図ります。

●地域福祉相談センターの周知、利用促進に努めます。

●各相談機関との連携の強化を図り、ネットワーク化を推進します。

CSW数17人、SC数8人

地域、関係機関等へのつながりをマッチングしながら、課

題解決に向けていく。

（２）高齢、障がい、子育て支援、生活困窮等の分野を超えた支援体制づ

くり

〖重層・包括的相談支援、多機関協働、参加支援〗

【目指す姿】

○高齢、障がい、子育て支援、生活困窮等の分野を超えた複合的課題への

対応力を強化するため、情報の共有、連携の強化等が進んでいます。

○世帯全体の生活課題を「丸ごと」把握し、必要な支援を包括的に行う生

活困窮者自立相談支援機関を中心とした、高齢、障がい、子育て支援、生

活困窮等の分野横断的な支援体制が構築されています。

①複合的課題への対応

●地区内の地域課題、生活課題の話し合う場に参加し、早期発見、早期解決に向けて専門職との連携を図り

ます。

●各相談機関との連携の強化を図り、ネットワーク化を推進します。

②生活困窮者自立相談支援機関を中心とした支援

●中央人権福祉センターと地区で気軽に相談できる常設型の場とのネットワークの構築を進めます。

●生活課題を抱える当事者への理解を進めます。

●地域に必要なサービスの把握と拡充に向けた、検討の場へ参画します。

●早期支援のためのアウトリーチへの理解を進めます。

●人権福祉センターとの連携を強化します。

住民参加と地
域福祉活動の
促進

基本計画（基

本施策）４

福祉活動促進

のための基盤

強化

近年、福祉施策に求められる

ニーズは複雑・多様化していま

す。このようなニーズに対応

し、より満足度の高い福祉サー

ビスを提供するための基盤づく

りが求められています。財源の

強化をはじめ、地域福祉の事業

を効果的に推進するための取組

を進めます。

相談支援と権

利擁護体制の

強化

基本計画（基

本施策）１

（重点）包括

的支援体制の

構築

相談窓口においては、相談の

あった福祉課題を包括的に受け

止め、適切なサービス等につな

ぐことが必要です。

組織内外の相談支援機関におけ

る、連携・協働の仕組みづくり

を推進し、どこへ相談しても必

要な支援につながるよう努める

とともに、問題を抱えている人

へ積極的に出向いて適切な支援

につなげる仕組みづくりや、地

域の課題発見機能との連携を推

進します。
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

（１）権利擁護支援センターの機能強化

【目指す姿】

○家族等の支援を得ることが困難な認知症高齢者、親なき後の障がい者等

の意思決定の支援の充実が図られているとともに、成年後見制度の利用促

進についての、基本的な計画の作成を通じた、さらなる機能強化の検討が

行われています。

●研修や学習会への積極的な参加を通じて、権利擁護への理解と意識の向上を図ります。

●権利擁護の地域連携ネットワークへの参画に努めます。

●鳥取市権利擁護支援センター「かけはし」の運営及び日常生活自立支援事業の利用に関する相談や生活支

援員の確保・育成、成年後見事業の利用に関する相談及び申立支援事業、法人後見受任事業、市民後見人養

成講座の運営などの権利擁護に関する取組の機能強化を図ります。

●とっとり東部権利擁護支援センター（アドサポセンターとっとり）との連携を強化します。

●権利擁護事業について、市社協の広報紙やホームページ等を活用して情報を発信し、利用促進を図りま

す。

●権利擁護の地域連携ネットワークへの参画に努めます。

＜日常生活自立支援事業＞

R3 相談件数 1,216件 利用者数49人

R4    相談件数 1,574件 利用者数45人

（２）市民後見人の育成促進

【目指す姿】

○市民後見人の育成が進んでいます。

●鳥取市権利擁護支援センター「かけはし」が主催する、市民後見人養成講座に参加し、権利擁護意識を高

めます。

●市民後見人養成講座を運営します。

●市民後見人の人材発掘と育成を進めます。

＜市民後見人養成講座＞

R3 受講者数 13人 修了者数 13人

R4 受講者数 14人 修了者数 14人

（３）虐待の防止と対応の強化

【目指す姿】

○地域包括支援センター、障がい者虐待防止センター、こども家庭相談セ

ンター等と地区で気軽に相談できる常設型の場との連携が進み、高齢者、

障がい者、児童等への虐待の未然防止、早期発見や早期対応が進んでいま

す。

●様々な学習の機会に積極的に参加し、権利擁護についての理解を深めます。

●虐待などの発生時に備え、地域の関係機関や関係団体との連携を図ります。

●虐待防止に関する啓発を推進し、周知と理解の促進を図ります。

●各センターの利用促進への取組を進めます。

相談支援と権
利擁護体制の
強化

基本計画（基

本施策）３

情報提供体制

の充実

市民一人ひとりが、地域社会の

一員としての意識を高め、お互

いに協力しながら地域の問題や

課題の解決を図っていくことが

求められています。

そのため、住民同士が協力し合

う「地域福祉」の周知・浸透を

図るための情報提供、広報活動

の充実を図るとともに、相談窓

口の周知を図ります。

【目指す姿】

○日常生活において、必要な時に必要な福祉情報を得られるよう、様々な

媒体等を活用した情報提供が行われています。

●福祉に関する情報を幅広く提供できるよう、地域の関係機関や関係団体との連携を図ります。

●各種研修会、出前講座等へ積極的に参加します。

●地域ボランティアによる訪問の際などに、福祉情報の提供を行います。

●地域福祉相談センターをはじめとする相談支援窓口を把握し、窓口の所在や取組内容の理解に努めます。

●市社協の広報紙やホームページ等、多様な媒体を活用し福祉に関する情報提供を推進します。

●小地域福祉活動を、誰にでも分かりやすく提供する「見える化」に向けた取組を推進します。

●地域への情報提供について、より効果的な提供方法の在り方を検討します。

●地域福祉相談センターをはじめとする相談支援窓口の周知を図るとともに、各地域福祉相談センターとの

連携による相談機能の強化を図ります。

R3 市社協ホームページリニューアル

  事業案内や各種福祉情報を提供。

R4  市社協パンフレットリニューアル

広報紙「さざんか」年4回発行

地域で安心し
て暮らせる基
盤づくり

基本計画（基

本施策）１

社会福祉法

人・福祉事業

所の公益活動

の促進

地域の生活課題に対応するため

には、専門職の支援とともに、

関係する組織や団体などとの連

携の強化が必要です。

社会福祉法人・福祉事業所によ

る公益活動事業を促進し、地域

の関係機関や関係団体との連携

により、新たな地域課題に対応

する福祉活動の活性化を図りま

す。〖重層・参加支援、地域づ

くり〗

【目指す姿】

○社会福祉法人・福祉事業所が、地区を単位とする福祉ネットワークに参

加し、有する機能を活用した地域貢献活動が積極的に行われています。

●地区を単位とする福祉ネットワークへ参加し、連携を進めます。

●市民、行政、企業、学校関係者、当事者団体等様々な地域の関係機関や関係団体との連携を進め、協働に

より、新たな地域課題に対応する福祉活動の創出に努めます。

●地域福祉相談センターと、情報交換・相談支援等の連携を図ります。

●当事者の社会参加の場づくりや受け入れに務めます。

●社会福祉法人との連絡会を活用し、法人間の連携を推進します。

●当事者の社会参加の場づくりや受け入れに向けた取組を進めます。

相談支援と権
利擁護体制の
強化

基本計画（基

本施策）２

権利擁護機能

の強化

認知症の高齢者や障がい者が、

地域生活を継続していくために

は、権利擁護の推進や虐待への

対応などの取組の強化が重要で

す。

総合的な権利擁護事業の推進を

はじめ、関係機関との連携や、

見守り活動の強化などによる虐

待の防止や早期発見など、権利

擁護に関する取組を強化しま

す。
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

地域で安心し

て暮らせる基

盤づくり

基本計画（基

本施策）２

高齢、障がい

及び子育て支

援の分野を超

えたサービス

の展開

制度の狭間にある問題や、相談

に来ることができない人のニー

ズは地域の中で見落とされがち

です。普段から近所で声を掛け

合うなどの身近な取組をはじ

め、より複雑化・深刻化する前

に、適切な支援につなげ、自立

の促進を図ることが必要です。

〖重層・参加支援、地域づくり

〗

【目指す姿】

○ひきこもりや孤立している人など、制度の狭間にいる人に寄り添った

サービスの開発が進んでいます。

●社会参加や生きがいにつながる学習機会に積極的に参加し、福祉活動・当事者への理解を深めます。

●福祉学習の取組を推進します。

地域で安心し

て暮らせる基

盤づくり

基本計画（基

本施策）３

福祉人材の確

保・育成

今後、地域福祉活動を充実して

いくためには、活動を支える人

材の確保や育成が必要です。次

代の地域福祉を担う人材の発

掘・育成・活動参加の促進を図

ります。〖重層・地域づくり〗

【目指す姿】

○実習生の積極的な受け入れが進み、地域福祉を担う人材の確保・育成が

進んでいます。

●地域の企業やサービス提供事業者等で、実習生の受け入れを図ります。

●実習生の受け入れの支援や調整を行います。

地域で安心し

て暮らせる基

盤づくり

基本計画（基

本施策）４

当事者の社会

参加の促進・

移動手段の確

保

社会参加や生きがいにつながる

学習機会やイベントなどの開催

や就労支援を行い、年齢や障が

いの有無にかかわらず、誰もが

気軽に参加できる交流機会の充

実や生きがいづくりを図りま

す。

高齢者や障がいのある人の自立

と社会参加を促進するために

は、移動手段の確保や外出の支

援も重要です。地域特性や利用

者の要望を把握しながら、外出

しやすい交通手段の確保等、き

め細かな移送サービスの促進を

図ります。〖重層・参加支援、

地域づくり〗

【目指す姿】

○誰もが社会参加しやすい環境づくりが進んでいます。

○日常の買い物や医療機関への受診などの交通手段として、公共交通では

カバー困難な移動ニーズにきめ細かく対応するNPO やボランティアを主体

とする移送サービスが継続しています。

①多様な活動機会の提供

●福祉学習のプラットフォームの設置に伴う当事者の参画を図ります。

●高齢者、障がい者等の中間的就労を含めた就労支援の受け入れを図ります。

●地域の福祉学習や各種研修会等での、当事者の参加の促進に向けての支援を行います。

●地区担当職員（ＣＳＷ）による事業者への就労支援の受け入れの働きかけを行います。

●手話通訳者を配置し、当事者の社会参加を促進します。

②移動手段の充実

●移送サービスなど移動手段の確保をはじめ、地域に必要なサービスの提供に向けた協議の場に参画しま

す。

●住民との協働による移送サービス開発を支援します。

＜専任手話通訳者の設置＞

R3 通訳件数 704件

R4 通訳件数 1,198件

＜福祉有償運送事業＞

R3 登録者数 24人

   実利用者数 156人 延利用者数 411人

R4 登録者数 17人

        実利用者数 127人 延利用者数 286人

＜公共交通空白地有償運送事業＞

R3  利用者数 7,415人

R4  利用者数 10,278人
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

地域で安心し

て暮らせる基

盤づくり

基本計画（基

本施策）６

企業の社会貢

献活動の促進

公的な福祉サービスだけでは支

援が困難なケースや、その受給

要件を満たしていないなど、地

域福祉の課題を抱えた人を支援

していくためには、企業をはじ

めとした民間部門による生活を

支援するサービスの創出が不可

欠です。

公的福祉サービスの隙間を埋め

る新しいサービスと、企業や市

民等が主体となり運営を行う

サービスの創出や運営を促進し

ます。〖重層・地域づくり〗

【目指す姿】

○企業からの社会貢献活動の取組が積極的に行われています。

○企業からの寄附による社会貢献が進んでいます。

①社会貢献活動の促進

●市民、行政、企業、関係機関や関係団体等との連携を促進し、協働により、新たな地域課題に対応する福

祉活動の創出に努めます。

●地域食堂ネットワークの支援団体等の拡充を図ります。

●地区を単位とする福祉ネットワークへの参加を進めます。

●企業ボランティアや従業員の地域活動の参加を推進します。

●社会貢献活動の取組に関する情報を提供します。

●企業・事業所による社会貢献活動と、地域福祉活動との連携の調整（コーディネート）を担います。

②寄附文化意識の醸成

●寄附活動への理解と協力に努めます。

●寄附による事業の成果を検証するとともに、寄附活動に関する広報を強化します。

●寄附の受け入れについては、目的や使途を明確にします。

●寄附者の取組に対して、積極的な広報活動を行います。

地域で安心し

て暮らせる基

盤づくり

＜高齢者買い物支援事業＞

R3 5回 78人

R4 4回 53人

＜フレイル予防教室＞

R3 4圏域

R4 11圏域

＜ふれあいデイサービス事業＞

R3 実施回数 549回 参加者数 4,757人

R4 実施回数 606回 参加者数 5,847人

①買い物支援

●住民、福祉団体、企業・事業所等の連携を進め、協働による取組を行います。

●買い物福祉サービスの情報を提供するとともに、実施団体や組織などの運営主体を支援します。

②健康づくりの推進

●健康づくりの取組などに参加し、協力します。

●健康づくりのための取組について、各種研修会や会議等での情報提供を行うとともに、啓発活動を推進し

ます。

③消費者被害防止に向けた取組

●高齢者や障がいのある人等の消費者被害の防止に向けた、各種研修会への積極的に参加します。

●高齢者や障がいのある人等の消費者被害の防止に向けた、各種研修会や会議等での、情報提供及び啓発活

動を推進します。

④避難行動要支援者等の支援が必要な人の支援体制づくり

●避難行動要支援者支援制度への理解に努め、支援が必要な人への登録を呼び掛けます。

●常設型の地区サロンを活用した避難行動要支援者との日常的な交流に努め、避難訓練等への参加を呼び掛

けます。

●避難行動要支援者支援制度に関する情報を提供します。

⑤農業分門との連携

●農業者と連携し、常設型の地区サロン、地域食堂、福祉事業等での農作物の活用に努めます。

●農福連携の受け入れに努めます。

●地区担当職員（ＣＳＷ）による福祉事業所、農業者への農福連携の参加への働きかけを進めます。

【目指す姿】

○買い物困難地域での買い物支援が進んでいます。

○住み慣れた地域で自分らしく暮らせるように、心と身体の健康づくりが

進んでいます。

○高齢者や障がい者等の消費者被害を防ぐ見守り体制や、消費者教育・啓

発が進んでいます。

○避難行動要支援者支援制度の普及が進み、「支え愛マップ」を活用し、

支援が必要な人の避難体制づくりが構築されています。

○高齢者、障がい者等の農業での就労（農福連携）や常設型の地区サロン

等での農作物の活用が進み、農業分門と福祉部門の連携が進んでいます。

誰もが住み慣れた地域で、その

人らしく自立しながら住み続け

るためには、地域における日常

的な支え合いが重要です。

自発的な地域福祉活動はもとよ

り、行政と関係機関が連携し

て、協働による福祉サービスの

創造や提供を推進し、支援体制

の構築を図ります。〖重層・地

域づくり〗

基本計画（基

本施策）５

福祉と連携し

たまちづくり

の促進
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基本目標 目指す姿 社協（民間）の役割 実施状況（経過、成果）基本計画

①更生保護ボランティアの確保と活動を支援します。

●鳥取市保護観察協会の会員として、保護司会や更生保護給産会等の更生保護団体への活動を支援します。

●市社協が事務局を担っている鳥取市保護観察協会を通じ、各種更生保護団体への活動費を助成します。

●民間のボランティアが活動を円滑に行うために必要な各種情報の収集、提供に努めます。

②広報啓発活動を推進します。

●「社会を明るくする運動」を保護司会や更生保護女性会等の更生保護団体と連携し推進します。

●鳥取市保護観察協会を通じ、各種更生保護団体の活動を紹介し、更生保護活動への理解を図ります。

③就労に向けた相談、支援等の充実を図ります。

●協力雇用主として、犯罪を犯し定職に就くことができない人をその理由を理解した上で雇用し、更生に協

力します。

●特定非営利活動法人鳥取県就労支援事業者機構の活動に協力します。

●生活福祉資金貸付事業により低所得者、高齢者、障がい者等必要な資金の貸付けを行い、社会参加の促進

を図り、安定した生活の確保に向け支援します。

④住居等の確保を図ります。

●「えんくるり事業」により、定住先が決まるまでのつなぎとして一時的に宿泊場所を確保するため、宿泊

代を援助します。

●鳥取県あんしん賃貸支援事業や鳥取県家賃債務保証事業等の各種制度に関する情報を提供します。

⑤保健医療・福祉サービスの利用を促進します。

●鳥取ダルク等の民間団体において、薬物を含む依存症に苦しむ人に、リハビリ等を行い、立ち直り支援を

行います。

●必要な保健医療・福祉サービスの情報提供に努めます。

●必要とするサービスにつなげるため、日常生活自立支援事業や地域包括支援センターなどによる相談及び

権利擁護の支援、制度等の情報提供を行います。

⑥児童生徒の立ち直りを支援します。

●BBS会や民生委員・児童委員等が児童生徒の悩みを聞いたり、地域団体による学習支援やこども食堂等の

居場所の開設といった取り組みにより、非行の未然防止や立ち直り支援を行います。

●心配ごと相談や法律相談など各種相談事業を行い、保護者を含めた児童生徒の生活不安を軽減します。

●様々なボランティア活動を紹介し、活動を通じて「居場所づくり」の手助けをします。

【目指す姿】

○犯罪をした者等が、孤立することなく、再び社会を構成する一員となる

ことができる地域づくりが進んでいます。

犯罪をした者等の多くは、安定

した仕事や住居を確保できない

ことなどにより、社会復帰が困

難な状況にあります。犯罪をし

た者等の社会復帰を、関係機関

が協力連携して支援するととも

に、地域住民の理解と協力を得

ながら地域社会で孤立させない

ことで、再犯の防止につなげ、

安全で安心して暮らせる社会の

実現を図ります。

なお、この基本計画（基本施

策）は、犯罪をした者等に関し

て特に行うべき計画（施策）の

取組を記載するものであり、本

推進計画における計画（施策）

の各種取組の対象としては、犯

罪をした者等は当然に含まれま

す。

また、この基本計画（基本施

策）を、再犯の防止等の推進に

関する法律第８条第1項に規定す

る市町村における再犯の防止等

に関する施策の推進に関する計

画（地方再犯防止推進計画）と

して位置付けます。

基本計画（基

本施策）７

再犯防止施策

の推進

≪鳥取市再犯

防止推進計画

≫

地域で安心し

て暮らせる基

盤づくり

＜えんくるり事業＞

R3 対象者数 20人 実施回数 34回

R4 対象者数 16人 実施回数 22回

＜生活福祉資金貸付事業＞

R3 相談件数 1,906件

R4 相談件数  480件
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